
（趣旨）
第 １ 条 

（使用時間）
第 ２ 条 集会所の使用時間は、午前９時から午後９時までとする。

2

（使用許可）
第 ３ 条

2

3 前項の申請を適当と認めたときは、許可申請書により許可するものとする。

（使用者の遵守事項）
第 ４ 条 使用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

（１） 許可を受けた施設以外の施設にয়ठ入らないこと。
（２） 許可を受けた施設以外の設備を使用しないこと。
（３） 許可を得ないで、品のਲ਼及びઁઔのൕ示ଦഘ等をষॎないこと。

（第ਕ者をしてষॎせる場合も含む。）
（４） 集会所の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
（５） ౌ಼及び൯のଆ止にਔすること。
（６） 使用に係る施設以内の秩序を保持するために必要な処置を講ずること。
（７） 使用施設の及びତ৶ତቕ等をৰ施すること。
（８） 使用後は、ౌਞ、施ჭをન認し、使用記録簿に記入してჶと共に管৶人にନすこと。
（９） その他委員শが指示すること。

（使用取り消し等）
第 ５ 条

（１） 使用申請書に偽りの記載があったとき。
（２） 使用許可の条件に違反したとき。
（３） その他この規定に反すると認めたとき。

（使用મ）
第 ６ 条 使用者からは、શ表にൕऑる使用મを徴収する。

高 崎 集 会 所 管 ৶ 規 定

この規定は、高崎自治会会則第１６条に基づき高崎集会所（以下「集会所」という。）の
管৶運営に関し必要な事項を定めるものとする。

委員会は、準備、練習等やむを得ない事情があり、かつ、集会所運営以上支障がないと認
めた場合に限り、使用時間外の使用を許可することができる。

集会所を使用しようとする者は、管৶委員শ（以下「委員শ」という。）の許可を得なけ
ればならない。
集会所の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の１ヶ月前から３日前まで
の間内に使用許可申請書を委員শ（管৶人ਞ付）に出しなければならない。たटし、
区内に緊急事態が発生し使用する場合及び区ড়をৌとした自治会ಈ事業またはಈ
事業に使用する場合を除く。

委員শは、使用者が次のಀにჾ当するときは、その使用許可を取り消し、ྼは使用を
止することができる。



（使用મのವ入）
第 ７ 条

（使用મのନ൬）
第 ８ 条

（使用મのඊ除）
第 ９ 条 集会所の使用৯が次のಀにൕऑる場合にჾ当するときは、使用મをඊ除する。

（１） 区内に緊急事態が発生して使用する場合。
（２） 区ড়をৌとした自治会の事業に使用する場合。
（３） 区ড়をৌとしたಈ事業に使用する場合。
（４） その他、管৶委員শが必要と認めた場合。

（き損の届出等）
第 １０ 条

（備付け簿冊）
第 １１ 条 集会所には、「財産・備品台帳」及び「使用記録簿」を備え付けておくものとする。
（規定の改定・廃止）

第 １２ 条

（委任）
第 １３ 条 この規定で定めるもののऺか、集会所の管৶に関し必要な規則はશに定める。

附 則
（施ষ日）

1 この規定は、ਛ５ফ４月１日から施ষする。
2 この規定は、ਛ１２ফ４月１日から施ষする。
3 この規定は、ਛ１８ফ４月１日から施ষする。

（関係規定の廃止）
1 高崎集会所管৶規定（ೣ和��ফ�月1日定）は、廃止する。

使用者は、集会所の施設、設備ྼはஓ等をき損、ಝଷྼはຑଷしたときはઉठに委員শ
に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規定の改ਫ・廃止等は管৶委員会においてষい、そのટについてྉশ会でਾઔする
ものとする。

使用મは、第３条第３項の使用許可の、前ವもしくは使用当日までに使用મをವめるも
のとする。

使用者が都合により使用しなかった場合、緊急事態により使用できなかった場合は、使用
મを全પନ൬するものとする。



使用者区分 1
 ・高崎地区に居住する個人及び団体が使用する場合
 ・৾ૅ関係（৾ૅশの使用ൂ）で使用する場合

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

光熱水費

使用者区分 ２
 ・高崎地区に居住する個人及び団体が、他地区の個人及び団体と共同使用する場合
 ・他地区の個人及び団体が使用する場合

区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

ホール ２，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００ ３，０００ ５，０００

第一和室 １，０００ １，０００ １，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００

第二和室 １，０００ １，０００ １，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００

৹৶室 １，０００ １，０００ １，０００ ２，０００ ２，０００ ３，０００

備考
 １ 使用時間及び使用区分については、原則としてこの表に定める時間・区分を言う。

 ３ 使用મをそれझれੑする場合において、１０円のഈਯが生गたときは、１０円にજり上ऑる。
 ４ 準備、後かたづけに要する時間は、使用時間に含まれる。

 ２ 時間をಌして使用する場合の使用મについては、使用区分の使用મのપを時間ੑによって
  出したપとする。この場合において、使用時間が１時間にたない場合は、１時間にજり上ऑる。
   使用区分をಌして使用する場合は、区分の合ੑসપとするが、光熱水費については、合ੑする
  ことなく使用時間により徴収する。

（単位：円）

時間 午前９時
ਫ午ع

午後１時
午後５時ع

午後６時
午後９時ع

午前９時
午後５時ع

午後１時
午後９時ع

午前９時
午後９時ع

３００ ５００

時間

   ሇし、્શな事情ྼは使用人員により使用時間・使用区分をಌして使用する場合は、その旨を
  管৶人に申し出るものとする。

高崎集会所使用મস一覧表

（単位：円）

午前９時
ਫ午ع

午後１時
午後５時ع

午後６時
午後９時ع

午前９時
午後５時ع

午後１時
午後９時ع

午前９時
午後９時ع


